
  

 

別紙３ 

 

「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準 

（取引の拠点にかかる基準）の特則」中一部改正 

 

○ 題名を「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準（取引の拠

点にかかる基準）の特則（電子交換所決済専用特別当座勘定）」に改める。 

 

○ １．を横線のとおり改める。 

１．趣旨 

  日本銀行の当座預金取引の相手方である金融機関（以下「取引先金融機

関」という。）が、電子交換所（一般社団法人全国銀行協会が設置、運営

する電子交換所をいう。以下同じ。）にかかる決済（交換尻決済およびそ

の付随取引をいう。以下同じ。）を行うために日本銀行の本店に当座勘定

（以下「電子交換所決済専用特別当座勘定」という。）を開設し、と当座

預金取引を行う場合の条件については、電子交換所にかかる決済の円滑確

保の観点から、「日本銀行の当座預金取引の相手方に関する選定基準（取

引の拠点にかかる基準）」（以下「本則」という。）の定めにかかわらず、

この特則の定めるところによる。 

 

○ ２．を横線のとおり改める。 

２．対象金融機関 

  日本銀行の本店の業務区域内に取引拠点（本則に定める取引拠点をいう。

以下同じ。）を有さず、同本店に当座勘定（「日本銀行の当座預金取引の

相手方に関する選定基準（取引の拠点にかかる基準）の特則（現金関連取

引専用当座勘定）」に定める現金関連取引専用当座勘定を除く。）を開設

していない取引先金融機関のうち、電子交換所の事業に参加し、同本店の



  

 

当座勘定においてそれにかかる決済を行うことを願い出た者とする。 

 

○ ３．を横線のとおり改める。 

３．要件 

  対象金融機関が、電子交換所にかかる決済に関して、日本銀行の本店に

当座勘定（以下「電子交換所決済専用特別当座勘定」という。）を開設し、

当座預金取引を行う場合の条件は、次の（１）から（３）までの要件を満

たすと日本銀行に確約することとする。 

 （１）略（不変） 

  （２）電子交換所決済専用特別当座勘定にかかる資金の入金または引落は、

日本銀行が特に認める場合を除き、交換尻決済における受払によるも

ののほか、同当座勘定を保有する対象金融機関の取引拠点のうち、予

め日本銀行に届け出た単一の取引拠点（以下「届出拠点」という。）

が日本銀行の支店に開設した当座勘定からの振替または逆引振替によ

ること。ただし、日本銀行が特に認める場合は、この限りではない。 

 （３）略（不変） 


